
○　公安委員会の解任命令
により解任されてから２
年を経過していない者

○　次のいずれかの違反を
した日から２年経ってい
ない者
①　交通事故の救護措置
義務違反（ひき逃げ）

②　酒酔い運転（車両・
酒類の提供、車両への
同乗行為を含む）、そ
の下命容認行為

③　酒気帯び運転（車両
・酒類の提供、車両へ
の同乗行為を含む）、
その下命容認行為

④　過労運転の下命容認
行為

⑤　麻薬等運転、その下
命容認行為

⑥　放置駐車違反の下命
容認行為

⑦　積載制限違反の下命
容認行為

⑧　無免許運転違反、そ
の下命容認行為

⑨　無資格運転の下命容
認行為

⑩　最高速度違反の下命
容認行為

⑪　自動車の使用制限命
令違反



　　　（本籍不要。外国人は、外国人登録
法にいう登録証明書。）




